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記　　号　　番　　号　
年　　月　　日　
　借受者　　　　　殿
富岡町長　　　　　　　　印　
　富岡町防災行政無線戸別受信機貸付規則第５条の規定に基づき、下記のとおり戸別受信機を貸付けます。
記
１　品　　目　　　戸別受信機　　　台
２　貸付期間　　　　　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
３　貸付条件
　(１)　戸別受信機の引渡し、返還及び維持管理に要する経費は、原則として、借受者が負担すること。
　(２)　戸別受信機は、緊急時の情報伝達、情報収集、及び平常時における行政事務連絡用のため使用するものとし、これら以外に使用しないこと。
　(３)　善良な管理者の注意をもって管理すること。
　(４)　貸付期間が満了したとき（貸付期間が更新された場合を除く。）又は他の市町村に転出するときは、速やかに返還すること。
　(５)　戸別受信機を第三者に対し、貸付け、譲渡等をしないこと。



